
 

コミュニティバス予算の地域公共交通会議への編入について 

 

１ 目 的 

  地域公共交通活性化及び再生に関する法律、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交

付要綱の改正に伴い、地域内フィーダー系統補助金の交付方法に変更があり、令和４年度

以降（令和４年度から令和６年度は移行期間）は、地域公共交通会議が補助金の交付先と

なった。 

今回の改正を契機に地域公共交通会議が事業主体（各種交通計画の策定・協議・実施・評

価）として公共交通に係る各種施策を実施するため、現在は市の予算とするコミュニティ

バス関連分を地域公共交通会議に編入するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施時期 

  令和４年度予算から実施 

資料２ 

種 別 
予 算 の 執 行 主 体 

コミュニティバス 基幹バス 住民バス 

現 行 市 地域公共交通会議 地域公共交通会議 

編入後（Ｒ４以降） 地域公共交通会議 地域公共交通会議 地域公共交通会議 

 

公 共 交 通 維 持 ・ 活 性 化 事 業 決 算 額 

名称・節 令和元年度 令和２年度 

報償費（08節） 136,949円 137,351円 

需用費（11節） 91,978円 404,854円 

役務費（12節） 291,442円 249,510円 

負担金（19節） 163,920,022円 250,230,942円 

 コミバス分費 56,439,723円 61,497,930円 

 交通会議分費 107,480,299円 188,733,012円 

  振込事務費 3,114円 5,390円 

  基幹バス分 97,676,425円 182,717,000円 

  住民バス分 3,312,960円 3,080,000円 

  乗継環境費 5,924,600円 392,700円 

  利用促進費 563,200円 2,537,922円 

合 計 164,440,391円 251,022,657円 

 

公 共 交 通 に 係 る 予 算 の 主 な 変 遷 

Ｈ１８年度 
コミバス運行開始 

 コミバス運行負担金の運用開始（市） 

Ｈ１９年度 
交通会議設置（道路運送法施行規則） 

 交通会議予算の執行開始（市） 

Ｈ２１年度 

交通会議改組（地域公共交通活性化及び再生に関する法律） 

 基幹バス補助金の運用開始（交通会議） 

ＪＲの撤退に伴う名鉄バスへの補助金 

Ｈ２６年度 生活課から都市計画課へ予算移管 

 

予 算 の 取 扱 い に 係 る 主 な 経 緯 

Ｑ.コミバスの運行が委託費ではなく負担金の理由 

 Ａ.事業主体は市であるが、運行主体はバス事業者で

あり、相互に協力しながら運行するというコミバス

の考え方があったことから、当時の財政課と協議し

た上で、委託費ではなく負担金の扱いとした。 

Ｑ.交通会議が基幹バスへの補助金を予算化した理由 

 Ａ.赤字路線への国の補助金制度を活用するために、

交通会議が交付先となる必要があったため（基幹バ

スの事業がＪＲから名鉄バスへ引継がれる際に、交

通会議に基幹バスへの補助金を予算化したもの。）。 

 

公 共 交 通 維 持 ・ 活 性 化 事 業 決 算 額 

名称・節 令和元年度 令和２年度 

報償費（08節） 136,949円 137,351円 

需用費（11節） 91,978円 404,854円 

役務費（12節） 291,442円 249,510円 

負担金（19節） 163,920,022円 250,230,942円 

 コミバス分費 56,439,723円 61,497,930円 

 交通会議分費 107,480,299円 188,733,012円 

  振込事務費 3,114円 5,390円 

  基幹バス分 97,676,425円 182,717,000円 

  住民バス分 3,312,960円 3,080,000円 

  乗継環境費 5,924,600円 392,700円 

  利用促進費 563,200円 2,537,922円 

合 計 164,440,391円 251,022,657円 

 

公 共 交 通 に 係 る 予 算 の 主 な 変 遷 

Ｈ１８年度 
コミバス運行開始 

 コミバス運行負担金の運用開始（市） 

Ｈ１９年度 
交通会議設置（道路運送法施行規則） 

 交通会議予算の執行開始（市） 

Ｈ２１年度 

交通会議改組（地域公共交通活性化及び再生に関する法律） 

 基幹バス補助金の運用開始（交通会議） 

ＪＲの撤退に伴う名鉄バスへの補助金 

Ｈ２６年度 生活課から都市計画課へ予算移管 

 

予 算 の 取 扱 い に 係 る 主 な 経 緯 

Ｑ.コミバスの運行が委託費ではなく負担金の理由 

 Ａ.事業主体は市であるが、運行主体はバス事業者で

あり、相互に協力しながら運行するというコミバス

の考え方があったことから、当時の財政課と協議し

公共交通維持・活性化事業決算額 
編入予算 

名称・節 令和２年度 

需用費（11節） 404,854円 コミュニティバス分の関連費を編入 

負担金（19節） 250,230,942円 ━━━━━━━━━━━━ 

 コミュニティバス分費 61,747,930円 コミュニティバス分費であるため全額編入 

 交通会議分費 188,733,012円 

━━━━━━━━━━━━ 

  振込事務費 5,390円 

  基幹バス分 182,717,000円 

  住民バス分 3,080,000円 

  乗継環境費 392,700円 

  利用促進費 2,537,922円 

 

現在の予算執行主体及び決算額（イメージとしてＲ２決算額を記載） 

地域公共交通会議へ編入する予算は、上表の決算額を例とした場合、「需用費」の関係分（市

の備品管理費などは除く。）及び「負担金」のコミュニティバス分費の全額とする。 



 

＜参考①＞ 瀬戸市地域公共交通会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び道路運送法施行規則（昭和２６年運

輸省令第７５号）並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第

５９号。以下「法」という。）の規定に基づき、瀬戸市における住民の生活に必要な輸送の

確保及び公共交通の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要

となる事業を行うため、瀬戸市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を置く。 

 

（事業） 

第２条 交通会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。 

 (1) 市における公共交通のあり方に関する協議 

 (2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態及び運賃、料金等に関する協議 

 (3) 市が運営する有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関する協議 

 (4) 法第５条の規定に基づく地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画の作

成並びに変更に関する協議及び当該計画に位置付けられた事業の実施並びに実施に係る

連絡調整に関する事項 

 (5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

 

以下省略 

 

 

 

＜参考②＞ 地域内フィーダー系統補助金の流れ 

 

 


